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中小受託取引の適正化等について 

 
 
平素は、府政及び市政の推進につきまして格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。 
原材料費やエネルギー価格の高止まり、労務費の急速な上昇など、事業環境は大きく変化し

ており、こうしたコストの増加を適切に価格へ転嫁できない中小企業の収益が圧迫されていま

す。 
このような状況の中、中小企業をはじめとする事業者が賃上げの原資を確保し、サプライチ

ェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現に向けて、発注者・受

注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため、「下請代

金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和７年５月 16 日に

成立し、同月 23 日に公布されました。 
本改正により、令和８年１月１日から「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る

中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略称：中小受託取引適正化

法、通称：取適法）へと名称が変更され、委託事業者と中小受託事業者が協議に基づき適正な

価格を設定することや、不当な負担の押し付けを防止することがより強く求められます。 
京都府及び京都市においては、中小企業の支援に全力で取り組むとともに、地域の産業支援

機関を通じて、中小受託取引をはじめ経営の諸課題に関する相談等に対応するなど、国とも連

携して中小受託事業者の振興対策を積極的に推進しているところです。 

貴社におかれましても、取適法の趣旨をご理解いただき、中小受託事業者への「不当なしわ

寄せ」が生じることのないよう、より一層の取引の適正化に努めていただきますようお願い申

し上げます。 

また、同法の運用基準を踏まえ、労務費の価格転嫁を含めた適切な措置を講じていただきま

すよう、重ねてお願い申し上げます。 

あわせまして、各企業における取引先との共存共栄に向けた取組や「取引条件のしわ寄せ」

防止を宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参画を検討いただきますようお願いいたし

ます。 
 

 

（担当） 
京都府商工労働観光部 
産業振興課 谷口 

  TEL 075-414-4851 
京都市産業観光局  
地域企業振興室 岩井 

TEL 075-222-3329 
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